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平成２８年度喫煙対策実施状況調査結果 

（職場における喫煙対策実施状況調査） 

山 梨 県 
 

１ 調査の概要 
（１）目的 

喫煙は喫煙者本人だけでなく周囲の非喫煙者の健康にも影響を及ぼすことから、

重要な健康問題の一つである。県内の施設や事業所等における喫煙対策の状況を

把握し、本県のたばこ対策推進を図るための基礎資料を得るために実施する。 
 
（２）実施主体 

山梨県 
 
（３）調査方法 

郵送調査法とし、調査票の回答方法は自記式による。 
 
（４）調査期間 

平成 28年 11月 18日～平成 29年 12月 22日 
 
（５）調査基準日 

平成 28年 12月 1日を基準日として調査を実施 
 
（６）調査対象数 

国、県及び市町村機関、学校、民営事業所、病院  計 1,121か所 
 
（７）回答数、回答率 

回答数  756施設  ／  回収率  67.4％（前回 63.7％） 
 

【表１】調査対象事業所と 
    回答数及び回収率 

調査対象 対象 回収数 回収率（％） 

国の関係機関 97 60 61.9 

県の関係機関 87 84 96.6 

各市町村役場 27 25 92.6 

小・中・高・特別支援学校 317 288 90.9 

大学・短大・専修学校 33 29 87.9 

民営事業所 500 234 46.8 

病院 60 36 60.0 
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 当調査は平成 2 年より隔年にて実施している。当初は市町村、県、学校を対象として

いたが、【表 2】のとおり適宜見直しをおこなっている。 

 平成28年度は、全756施設（67.4％）から回答があり、構成人数は男性40,577人、

女性 28,129人で、合計 68,706人だった。 

 

【表 2】 各調査年度の回収率と調査対象機関 

年度 
回収率

（％） 
対象機関 

H2 96.3 市町村、県、学校 

H4 63.4 市町村、県、国の出先機関、学校、従業員 100人以上の事業所 

H6 64.3 （前回調査と同様） 

H8 65.1 （前回調査と同様） 

H10 68.9 市町村、県、国の出先機関、学校、従業員 100人以上の事業所、病院 

H12 80.4 （前回調査と同様） 

H14 73.8 （前回調査と同様） 

H16 71.4 （前回調査と同様） 

H18 70.9 （前回調査と同様） 

H20 66.2 市町村、県、国の出先機関、学校、従業員 50人以上の事業所、病院 

H22 72.0 （前回調査と同様） 

H24 64.3 （前回調査と同様） 

H26 63.7 （前回調査と同様） 

H28 67.4 （前回調査と同様） 

 

【表 3】 調査の回答施設数及び構成人数と喫煙者数 
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２ 調査結果 

（１）喫煙率について 

①喫煙率の状況 

回答が得られた 756 施設の構成員のうち、喫煙者の数は、男性 10,706 人

（40,577人中）、女性 1,986人（28,129人中）、合計 12,692人（68,706人中）だ

った。【表 3】 

喫煙率は、男性 26.4％、女性 7.1％であった。【表 4】 年次推移を見ると、男性

の喫煙率は減少傾向にあり、調査開始当初から半減している。女性は平成 20 年

度以降喫煙率が減少しているが、ほぼ横ばい状態である。また、全国平均と比較す

ると、概ね同様の傾向を示している。 

 

【表 4】 喫煙率の年次推移 

年度 男性 女性 

H2 49.2 3.0 

H4 55.8 8.4 

H6 50.4 6.1 

H8 52.0 8.2 

H10 50.8 11.2 

H12 45.4 10.7 

H14 44.8 12.1 

H16 33.6 8.9 

H18 35.7 10.2 

H20 30.9 10.3 

H22 25.5 8.6 

H24 28.7 8.4 

H26 27.6 7.8 

H28 26.4 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 4年度の調査から 100人以上の民営事業所を追加 
平成 10年度調査から病院を追加 
平成 20年度調査から民営事業所は 50人以上に拡大                            
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②年代別の喫煙率 

年代別の喫煙率を見ると、男女ともに30～40歳代まで喫煙率が増加し、以降は

減少している。これは前回調査でも同様であった。【図 5】 

年次推移を見ると、男女ともに10歳代の喫煙率は減少しているが、50歳代以降

の喫煙率は大きな変動はなく、70歳代以上の喫煙率は増加している。【図 6、7】 
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③事業所の種類別喫煙率 

事業所の種類別に見ると、民営事業所が男女ともに最も高く、県全体の平均喫

煙率を超えている。また、各事業所、県平均ともに男性の喫煙率が女性を上回って

いるが、病院のみ女性の喫煙率の方が高くなっている。 
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（２）職場環境対策について 

当調査では、職場環境対策については、「職場（建物、敷地）の設備や喫煙スペー

ス等の、職場の環境面に対する喫煙対策」と定義している。 
 
①職場環境対策の実施状況 

職場喫煙対策は、調査開始当初から実施施設が増加傾向にあった。平成18年

度以降は、前回調査で 6％実施率が減少しているが、概ね横ばい状態である。 

【表 5、図 10】 
 

【表 5】 職場環境対策の実施状況 

 回答数 回答率(%) 

実施している 701 92.7 

実施していない 55 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   職場環境対策の実施状況を事業所種類別に示すと【表 6】となった。「国の機関」 

 

 

  「民営事業所」「病院」では実施率が 90％に満たない状況であった。【図 11】 

 

【表 6】 事業所種類別の職場環境対策実施状況 

所属名 回答数 実施数 
実施率 

（％） 
未実施 

未実施率 

（％） 
未回答 

国の機関 60 53 88.3 7 11.7 0 

県の機関 84 83 98.8 1 1.2 0 

市町村 25 24 96.0 1 4.0 0 

小・中・高・ 

支援学校 
288 276 95.8 12 4.2 0 

大学・短大・ 

専門学校 
29 27 93.1 2 6.9 0 

民営事業所 234 206 88.0 28 12.0 0 

病院 36 32 88.9 3 8.3 1 

合計 756 701 92.7 54 7.1 1 
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②職場環境対策の実施内容 

職場喫煙対策内容では「敷地内禁煙」がもっとも多く、取り組んでいる事業所の

約半数を占めていた。これは前回調査とほぼ同様の結果を示している。また、「屋

内禁煙（特定の場所のみ禁煙）」「完全分煙」「不完全分煙」が増加している。 

「不完全分煙」は前回調査時の約 2 倍に増えているが、煙が漏れ出るため受動

喫煙防止対策として十分な効果が得られるとは言えない。また、「その他」には「敷

地内指定場所のみで喫煙可能」「自動車内での喫煙」との回答があった。効果的な

受動喫煙防止対策がとられるように情報を広く普及していくことが必要である。 

 

 

  【表 7】 職場環境対策の内容 

  

実施数 
実施率 

（％） 

（参考） 

H26年度 

実施率（％） 

敷地内禁煙 318 45.4 45.5 

屋内禁煙（建物すべて禁煙） 274 39.1 31.1 

屋内禁煙（特定の場所のみ禁煙） 12 1.7 2.4 

完全禁煙 61 8.7 10.9 

不完全分煙 24 3.4 7.4 

その他 9 1.3 2.4 

未回答 3 0.4 0.3 

合計 701 100.0 100.0 
 

※職場喫煙対策 

敷地内禁煙・・・敷地内をすべて禁煙にしている 
屋内禁煙（建物すべて禁煙）・・・建物内をすべて禁煙にしている 
屋内禁煙（特定の場所のみ禁煙）・・・テナント等建物の一部を管理していて、 

その場所のみ禁煙にしている 
完全禁煙・・・分煙室等を設けてたばこの煙や臭いを屋外に排出し、屋内には 

漏れないような設備になっている 
不完全分煙・・・喫煙場所を設置してあり集煙装置等はあるが、煙は漏れる 
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【表 8】 職場環境対策実施経過年数 

  １年以内 １～４年 ５～９年 10年以上 不明 無回答 合計 

回答数 16 92 243 281 64 5 701 

率（％） 2.3 13.1 34.7 40.1 9.1 0.7 100.0 
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③「禁煙・分煙推進事業」の認定状況 

「禁煙・分煙推進事業」は、平成 15 年に健康増進法が施行されたことに伴い、

平成16年2月から県が独自に開始した事業である。当事業では、県が定めた基準

を満たす施設を「禁煙・分煙施設」として認定し、喫煙対策の推進を図っている。 

調査対象施設の中で認定を受けている施設は271施設（38.7%）だった。認定状

況は「国の関係機関」「民営事業所」が低く、約 5％であった。 

また、「事業を知らなかった」と回答した施設は 247施設（35.2％）あり、認定を受

けている施設とほぼ同率であった。 【表 9、図 13】 

「認定を受けていない」と回答した施設の内訳を事業所種類別に見ると、事業を

知らなかった施設の割合が多く、当事業について更に周知をしていく必要がある。ま

た、「今後も認定を受けるつもりがない」施設については、たばこの害について周知を

進め、受動喫煙防止の必要性を伝えていく。 【表 10】 

 

【表 9】 調査回答施設の禁煙・分煙推進事業認定状況             n=701 

 

認定を 

受けている 

認定を受けていない 

無回答 
予定あり 予定なし 

事業を 

知らなかった 

数 271 33 116 247 34 

率（％） 38.7 4.7 16.5 35.2 4.9 
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【表 10】 「認定を受けていない」回答の事業所種類別内訳       n=396  （％） 
  

国の 

機関 

県の 

機関 
市町村 

小・中・

高・特別

支援学校 

大学・ 

短大・ 

専修学校 

民営

事業

所 

病院 

今後認定を 

受ける予定あり 
12.0 21.1 7.1 12.4 10.0 2.8 15.8 

今後も認定を 

受ける予定はない 
30.0 52.6 28.6 28.9 40.0 26.0 26.3 

事業を 

知らなかった 
58.0 26.3 64.3 58.8 50.0 71.2 57.9 

（３）個別喫煙対策の実施状況について 

当調査では、個別喫煙対策については、「喫煙者への禁煙支援や非喫煙者の受

動喫煙防止等、従業員に対する喫煙対策」と定義している。 

 

①個別喫煙対策の実施状況 

   事業所種類別の個別喫煙対策の実施状況は【図 14】に示した通りである。 
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【図14】 事業所種類別の個別喫煙対策実施状況 

実施数 

実施率 

n=756 

（%） 
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②個別喫煙対策の実施内容 

個別喫煙対策の実施内容については、【図 14】の回答が得られた。多くの施設

が取り組んでいたのは「禁煙ポスター、パネル、パンフレット等の作成・配布・掲示」

（63.5％）、「保健指導の中で、喫煙の害についても指導する」（41.1％）だった。 

喫煙者向けの対策としては、「禁煙相談の紹介」（26.0％）がもっとも多かった。

「その他」の内容としては、「健康相談・個別指導」などの回答があった。 
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【図14】 個別喫煙対策の内容別実施率 

全従業員向け 
A 禁煙ポスター、パネル、パンフレット等の作成・配布・掲示 
B 広報紙、社内報等を活用した情報提供 
C 保健指導の中で、喫煙の害についても指導する 
D 喫煙による健康への影響等について学ぶ研修会の開催 
E その他 

喫煙者向け 
F 禁煙相談の紹介          G 禁煙治療の費用を助成 
H その他                 I  無回答 

(％) 

n=285 

複数回答 
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99.1 

96.8 

96.8 

86.1 

86.8 

65.1 

97 

71 

75.5 

0.1 

2.5 

2.4 
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胃潰瘍 

妊娠に関連した異常 

歯周病 

COPD（慢性閉塞性肺疾患） 

【図16】 受動喫煙の害に関する知識 

知っている 知らなかった 未回答 

③個別喫煙対策を継続するに当たっての問題点 

個別喫煙対策を実施している施設に対し、継続するに当たっての問題点を尋ね

たところ、もっとも多かったのは「喫煙者からの支援の要望がない」（47.7％）だった。 

【図 15】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）たばこに関する知識（認知度）について 

①受動喫煙の害に関する知識 
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【図15】 個別喫煙対策を継続するに当たっての問題点 

Ａ 喫煙者から支援の要望がない 
Ｂ ほかにどのような対策をすれば良いのかわからない 
Ｃ 従業員にたばこの害についての知識がない、もしくは不十分である 
Ｄ 定期的に支援状況等を確認するのが負担、あるいは確認できていない 
Ｅ 対策にかかる費用を確保する必要がある 
Ｆ その他 

(％) n=289 

複数回答 

n=756 
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16.3 
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健康増進法 

職場における喫煙対策のためのガイドライン 

たばこの規制に関する世界保健機関枠組み条約 

禁煙治療の保険適用開始 

禁煙補助剤（ニコチンパッチ）の薬局での販売開始 

禁煙治療薬として飲み薬の使用開始 

山梨県健康増進計画「健やか山梨21（第2次）」 

喫煙の健康影響に関する検討会報告書（たばこ白書） 

【図16】 たばこに関連する通知や情報についての認知度 

内容を知っている 聞いたことはあるが内容は知らない 聞いたことがない、または知らない 未回答 

②喫煙所の設置率 
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【図15】 喫煙所の設置率 

（%） 

n=756 

建物の出入り口近傍の喫煙コーナー 
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大学・短大・専修学校 
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病院 

【図17】 現在の取り組み状況との比較（事業所種類別） 

該当する取り組みをすでに実施している 

現在の取り組みでは不十分である（取り組み未実施を含む） 

未回答 

（４）受動喫煙防止対策 

我が国ではこれまで、健康増進法及び労働安全衛生法により、多数の者が利用す

る施設の管理者や事業者は受動喫煙を防止するための措置を講じるよう努めることと

されてきた。（努力義務） また、平成 28 年度には、国民の更なる健康増進のために

早急に受動喫煙防止対策の強化を図り、その実効性を高めるため、従来の努力義務

よりも実効性の高い制度となるよう、厚生労働省において対策が検討されてきた。 

本調査では、平成 28 年 10 月 厚生労働省「受動喫煙防止対策の強化について

（たたき台）」を参考に、県内事業所の現在の取り組み状況との比較や、今後取り組ん

でいく上での困難さなどについて調査を行った。 
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【図18】現在の取り組み状況との比較（民間事業所） 

該当する取り組みをすでに実施している 
現在の取り組みでは不十分である（取り組み未実施を含む） 
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【図19】受動喫煙防止の対策強化を実施するにあたり困難さはあるか 

特に困難さはない 困難さがある 未回答 
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【図20】受動喫煙防止の対策強化を実施するにあたり困難さはあるか 

（民営事業所） 

特に困難さはない 困難さがある 未回答 
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【図21】 受動喫煙防止対策の実効性を高めるための措置について 
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【図22】 受動喫煙防止対策の実効性を高めるための措置について 

（民営事業所） 
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３ まとめ 
 本調査では平成 28年 12月 1日（木）現在の状況について回答してもらった。 

 （１）喫煙率の年次推移を見ると、男性の喫煙率は減少傾向にあるが、女性はほぼ横

ばい状態である。健やか山梨２１（第二次）で定められた目標値（成人 13.9%）の達成に

向け、たばこ対策の取り組みを強化する必要がある。 

 （２）健やか山梨２１（第二次）には「受動喫煙で不快な思いをしている人の割合の減少」

を達成指標としている。平成 27 年 6 月 1 日から、「労働者の健康を保持・増進する観

点から、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者および事業所の実情に応じ適切な

措置を講ずること」が事業者の努力義務となっている。喫煙の健康影響に関する検討

会報告書（平成 28年 8月厚生労働省）には、受動喫煙による健康影響の因果関係が

示唆されている。たばこの害について広く周知し、受動喫煙防止の必要性の普及啓発を

強化する必要がある。 


